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１ 行政改革の推進について 

  第六次行政改革大綱に基づく行政改革の取組みを着実に推進していくために策定した行政

改革推進計画に基づき、質の高い行政サービスを持続的に提供できる行財政運営に向け、さ

らなる行政改革の取組みを着実に推進していくこととしている。 

 

 

２ 令和２年度推進計画の実施状況・令和３年度推進計画について 

  令和２年度は、１３１項目中１３０項目を実施したところである。 

  令和３年度は、継続して実施する１２６項目と新たに実施する１６項目を合わせた、 

１４２項目の取組を推進する計画である。 

 

 

【令和２年度行政改革推進計画の実施状況及び令和３年度行政改革推進計画】 

 

 

  

令和２年度行政改革推進計画の実施状況及び 

令和３年度行政改革推進計画について（総括） 

資料１ 

継続
項目数

新規
項目数

継続
項目数

新規
項目数

① 市民サービスの向上 25 17 8 25 100% 29 23 6

② 透明性と情報発信力の向上 10 9 1 10 100% 9 7 2

③ 市民との協働の推進 19 16 3 19 100% 20 19 1

④ 人材の育成と職員の能力向上 18 18 0 18 100% 19 18 1

① 事務事業の見直し 1 1 0 1 100% 2 1 1

② 健全で持続可能な財政運営 24 22 2 24 100% 26 24 2

③ 時代に即応した組織・機構の構築 1 1 0 1 100% 1 1 0

④ 定員の適正な管理 2 2 0 2 100% 2 2 0

⑤ 公共施設等の総合的な管理 13 13 0 13 100% 13 13 0

⑥ 民間活力の活用 18 16 2 17 94% 21 18 3

131 115 16 130 99% 142 126 16

(1) 市民ニーズに対応した質の高い行政サービスの提供（質の改革）

(2) 成果を意識した効率的な行財政運営の推進（量の改革）

合　　計

推進方針・具体的な推進方策

令和２年度推進計画 令和３年度推進計画

計画項目数
実施した
項目数

実施率 計画項目数
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３ 推進方針・具体的な推進方策別の主な取組について 

 

推進方針（１） 市民ニーズに対応した質の高い行政サービスの提供（質の改革）  

 【行政改革大綱（抜粋）】 

  市民が主役の市政を推進するため、市民の視点に立ち、さまざまな手段や機会を通じて多

様化・高度化する市民ニーズを的確に把握し、常に改善を行い、行政サービスの質の向上に

取り組む。 

  また、市民と情報を共有することが大切であることから、市民への情報公開や市政に関す

る情報の積極的な発信に努めるとともに、計画策定や事業実施等における市民参画のさらな

る推進を図る。 

  市民や地域団体、ＮＰＯ、民間事業者などの多様な主体が、公共サービスの担い手として

さまざまな分野で活躍していることから、行政と市民等がそれぞれの責任と役割を分担しな

がら、連携・協力し合う協働の体制づくりを推進する。 

  さらに、市民が必要とする質の高い行政サービスを提供するため、職員の資質向上や意識

改革を一層推進する。 

 

 ① 市民サービスの向上 

 １．令和２年度の主な推進項目 

  ２０ ＡＩ等活用の推進（Ｒ２・新規）               ＜資料２－Ｐ６＞ 

    ＡＩ・ＲＰＡ等の新たな技術の活用を推進するとともに、「スマート自治体推進事業」

にて実施する調査や先進都市調査を踏まえ、他のＡＩなどについても導入検討を行った。 

【令和２年度】 ・会議録作成支援システムの導入及び運用 

・ｗｅｂ会議システムの導入及び運用 

  ２３ 経路検索事業者へのバス情報データ提供の実施（Ｒ２・新規）  ＜資料２－Ｐ７＞ 

インターネット上の地図で市営バスの経路や時刻表、運賃等の検索ができるよう国が

示す標準フォーマットに合わせたデータを整備し、経路検索事業者に提供した。 

【令和２年度】 ・ＧＴＦＳ－ＪＰデータの作成 

・経路検索事業者への提供及び鹿児島市オープンデータにて公開 

  

   上記のほか、オープンデータ化の推進、外来患者の待ち時間の短縮など２３項目に取り

組んだ。 

 

 ２．令和３年度の主な推進項目 

  ２６ 相談等業務オンライン化推進事業（Ｒ３・新規）        ＜資料２－Ｐ７＞ 

新型コロナウイルス感染症対策や対面規制の見直しとして、相談等業務のオンライン
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化を推進し、市民の利便性向上を図る。 

【令和３年度】 ・国民健康保険課、すこやか子育て交流館（りぼんかん）、保健支援

課、市民相談センター、消費生活センターに導入 

２７ 行政デジタル化推進事業（Ｒ３・新規）            ＜資料２－Ｐ７＞ 

デジタルトランスフォーメーションを推進するため、民間の専門的な知見の活用に向

け、ＣＩＯ補佐官を登用するとともに、定型業務を自動化するＲＰＡや窓口音声認識シ

ステムの導入などにより業務効率化及び市民サービスの向上を図る。 

【令和３年度】 ・個人住民税業務にＲＰＡを導入 

        ・長寿支援課・障害福祉課に窓口音声認識システムを導入 

        ・会議録作成支援システム、ｗｅｂ会議システム、キャッシュレス

決済の運用 

・ＣＩＯ補佐官の登用 

２８ おくやみコーナーの設置（Ｒ３・新規）            ＜資料２－Ｐ８＞ 

死亡に伴う各種手続について、本庁舎内に専用の窓口（おくやみコーナー）を設置し、

必要な手続の案内や申請書の作成補助、手続の詳細が分かる「ハンドブック」を作成し、

市民サービスの向上を図る。 

【令和３年度】 ・開設（１月～） 

  

 ② 透明性と情報発信力の向上 

 １．令和２年度の主な推進項目 

  １０ ＬＩＮＥを活用した市政情報の発信（Ｒ２・新規）       ＜資料２－Ｐ1２＞ 

ＬＩＮＥを活用して、市民一人一人のニーズに応える市政情報をタイムリーに配信す

ることにより、より親しみやすい情報発信を図る。 

    【令和２年度】 ・「鹿児島市ライン公式アカウント」の開設（１０月～） 

             （登録者：約６万７千人） 

 

   上記のほか、情報公開の推進、鹿児島市ブランドメッセージの浸透・拡散など９項目に

取り組んだ。 

 

 ２．令和３年度の主な推進項目 

  １２ 外国人向けの情報発信の充実（Ｒ３・新規）         ＜資料２－Ｐ1３＞ 

外国人の利便性向上を図るため、市ホームページ全体に自動翻訳機能（英語、中国語

（簡・繁）、韓国語、ベトナム語）を導入する。 

    【令和３年度】  ・市ホームページ全体に自動翻訳機能（英語、中国語（簡・繁）、

韓国語、ベトナム語）の導入 
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 ③ 市民との協働の推進 

 １．令和２年度の主な推進項目 

  ２０ 次世代を担う若者たちを中心とした地球温暖化対策の推進（Ｒ２・新規） 

 ＜資料２－Ｐ21＞ 

「ゼロカーボンシティかごしま」の実現に向けて、次世代を担う若者たちの地球温暖

化や気候変動に対する関心を高めるとともに行動の輪を広げるため、学生を中心とした

ワークショップ等を開催する。 

    【令和２年度】 ・かごしまゼロカーボンラボの開催（全５回・２５人参加） 

 

   上記のほか、セーフコミュニティの推進、歩道緑地帯の自主的な管理の普及啓発など  

１８項目に取り組んだ。 

 

 ２．令和３年度の主な推進項目 

  ２２ カーボンオフセットを活用した地球温暖化対策の推進（Ｒ３・新規） 

 ＜資料２－Ｐ22＞ 

市有林の森林整備(間伐)によるＣＯ２吸収量を、県の「かごしまエコファンド」を活

用してクレジット化(価格化)し、事業者等が購入した代金を基金に積立て、「ゼロカーボ

ンシティかごしま」の実現に向けて、本市の地球温暖化対策の費用に充てる。 

    【令和３年度】 ・効果的なクレジット販売促進のため、事業者等に対するＰＲの実施 

            ・具体的な基金活用方法の検討 

 

 ④ 人材の育成と職員の能力向上 

 １．令和２年度の主な推進項目 

  人事評価制度の実施や業務改善運動の実施など１８項目に取り組んだ。 

 

 ２．令和３年度の主な推進項目 

  １９ ＥＢＰＭ研修の実施（Ｒ３・新規）             ＜資料２－Ｐ30＞ 

データに基づく政策立案（ＥＢＰＭ）の理解を深めるため、職員研修を実施する。 

   【令和３年度】 ・市町村アカデミー研修への職員派遣 

           ・外部講師の招へいによる職員研修の実施 
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推進方針（２） 成果を意識した効率的な行財政運営の推進 （量の改革）  

 【行政改革大綱（抜粋）】 

  行政責任を確保しながら、限られた行政資源を有効に活用し、最少の経費で最大の効果を

挙げるため、ＰＤＣＡ（Plan-Do-Check-Action）サイクルによるコストや成果を意識した事

務事業の徹底した見直しを行うとともに、自主財源の確保や歳出の効率化を図る。 

  また、時代に即応した組織・機構を構築するとともに、厳しい行財政環境の下でも、必要

な行政サービスを提供できる体制を確保するため、民間において対応できる分野は積極的に

民間活力を活用し、行政は行政でなければ対応できない分野に重点的に対応するなど、行政

資源の最適配分に努め、効率的で健全な行財政運営を推進する。 

  さらに、今後の人口減少等による公共施設等の利用需要の変化に対応するため、長期的な

視点をもって更新・長寿命化等を計画的に行い、財政負担の軽減・平準化を図る。 

 

 ① 事務事業の見直し 

 １．令和２年度の主な推進項目 

  ２ 事務事業の見直しの推進                                       ＜資料２－Ｐ31＞ 

    社会経済情勢の変化、市民ニーズの多様化に応じて、効率性や効果という観点から事

務事業の見直しを推進した。 

    【令和２年度】 ・４事業の廃止、８事業を縮減・統合 など 

 

 ２．令和３年度の主な推進項目 

  ４ 場外系監視制御設備の整備（Ｒ３・新規）                      ＜資料２－Ｐ31＞ 

    水道施設の老朽化した監視制御設備の更新にあわせて、ＩＣＴを活用した新システム

を整備する。 

    【令和３年度】 ・場外系監視制御設備実施設計業務の実施 

 

 ② 健全で持続可能な財政運営 

 １．令和２年度の主な推進項目 

  ２６ 庁舎内広告導入の推進（Ｒ２・新規）                  ＜資料２－Ｐ40＞ 

    本市の歳入確保に資するとともに地域経済の活性化を図るため、本庁舎の空きスペー

スに民間広告を導入する。 

    【令和２年度】 ・指名競争入札の実施（応札なし） 

・制限付き一般競争入札の告示（申込みなし） 

 

   上記のほか、ふるさと納税の推進や各企業における経営計画の推進など２３項目に取り

組んだ。 
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 ２．令和３年度の主な推進項目 

  ２９ 市立３高校を対象に学校を指定した寄附（ふるさと納税）募集の実施（Ｒ３・新規）  

＜資料２－Ｐ41＞ 

    市立３高校を指定して寄附する制度をふるさと納税に設け、市立高校を応援したい方

などから寄附金を募り、各学校の教育活動等の取組に活用する。 

    【令和３年度】 ・基金の新設 

・寄附募集、寄附金の受入れ 

 

 ③ 時代に即応した組織・機構の構築 

 １．令和２年度の主な推進項目 

  １ 時代に即応した組織・機構の構築                      ＜資料２－Ｐ42＞ 

社会経済情勢の変化や市民ニーズに的確かつ迅速に対応できる、スリムで効率的・機

能的な組織・機構の整備を図った。 

    【令和３年度】 ・「保健部」、「人権政策部」の設置 

・「感染症対策課」、「新型コロナウイルス感染症対策室」の設置 

           ・「救急課」の設置 

・「学校ＩＣＴ推進センター」の設置 

・浜町営業所の廃止 

・「看護師特定行為研修センター」の設置 など 

 

 ２．令和３年度の主な推進項目 

   令和３年度においても、時代に即応した組織・機構の構築について、引き続き取り組ん

でいく。 

 

 ④ 定員の適正な管理 

 １．令和２年度の主な推進項目 

  １・２ 適正な定員管理の推進                        ＜資料２－Ｐ43＞ 

事務事業の見直しや民間活力の活用、時代に即応した組織・機構の構築等による人員

の削減を進めるとともに、新たな行政需要等に対応できるよう適切な人員配置を図った。 

     【令和３年度】 R 3.4.1現在の職員定数５，７０３人（令和２年度より＋４４人） 

（主な増減）  コロナ対策への対応 ＋２７人 

       救急救命体制の強化への対応 ＋１５人 

       医療体制の強化（市立病院） ＋１４人 

観光農業公園の廃止 △６人 
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 ２．令和３年度の主な推進項目 

   令和３年度においても、適正な定員管理の推進について、引き続き取り組んでいく。 

 

 ⑤ 公共施設等の総合的な管理 

 １．令和２年度の主な推進項目 

  １ 公共施設等総合管理計画の推進                      ＜資料２－Ｐ44＞ 

 平成２７年度に策定した公共施設等総合管理計画（計画期間：平成２８年度～令和７

年度）に基づき、長期的な視点をもって、更新、長寿命化などを計画的に行った。 

    【令和２年度】 個別施設計画の策定・改訂 １件（学校施設長寿命化計画）など 

   

   上記のほか、公園施設の長寿命化や水道施設能力適正化など１２項目に取り組んだ。 

 

 ２．令和３年度の主な推進項目 

   令和３年度においても、公共施設等総合管理計画の推進や下水処理場の統廃合などにつ

いて、引き続き取り組んでいく。 

 

 ⑥ 民間活力の活用 

 １．令和２年度の主な推進項目 

 ７ 観光農業公園への指定管理者制度の導入                    ＜資料２－Ｐ51＞ 

    市民や観光客へのサービスのより一層の向上と効率的な管理運営に資するため、観光

農業公園に指定管理者制度の導入を図った。 

    【令和２年度】 ・導入に向けた手続き 

・条例の一部改正 

・指定管理者の募集、候補者の選定 など 

 

   上記のほか、ＤＢＯ方式による新南部清掃工場の整備・運営や市立病院跡地緑地への民

間活力の導入など１７項目に取り組んだ。 

 

 ２．令和３年度の主な推進項目 

 ２１ 奨学資金返還金の収入率向上（Ｒ３・新規）          ＜資料２－Ｐ55＞ 

     債権回収業務の弁護士委託の実施により、返還率の向上を図る。 

    【令和３年度】 ・委託業務の公募実施、選定、契約 


